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Abstract
　In January 2016 the Comprehensive Strategy to Accelerate Dementia Measures （New Orange Plan） was 
announced by the Ministry of Health, Labour and Welfare. This New Orange Plan expressly states the “improved 
involvement of pharmacies and pharmacists in the care of dementia,” so that pharmacies and pharmacists are 
expected to provide appropriate medication counseling to patients with dementia. In this context we conducted a 
questionnaire survey about difficult dementia cases. Subjects of the questionnaire were 165 pharmacists highly 
knowledgeable in dementia. More than 90.3％ of the pharmacists had experienced problems when dealing with 
demented persons, the most frequent of which was the assertion “I have used up all my medicine.” Again, 89.1％ of 
the pharmacists also responded they were told “I did not receive the prescribed medicine,” indicating the necessity 
of appropriate measures for these situations.
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緒　　　言

　2016 年 1 月，厚生労働省より認知症施策推進総合戦
略（新オレンジプラン）が発表された．この新オレンジ
プランには，「薬局・薬剤師の認知症への対応力向上」1）

が明記され，これからの薬局薬剤師には，認知症の人の
状況に応じた服薬指導等を適切に行うことが求められて
いる．また，地域に多く存在する薬局が認知症の相談を
気軽にできる場所となることも重要である2）．筆者らは，
薬局薬剤師対象の調査では，認知症の知識を習得するこ
とはできるが，認知症の人への対応が不安である薬局薬
剤師は 7 割以上であり，実際に参加意思があっても認知
症支援チーム等で活動している薬局薬剤師は 1 割以下と
報告した2）．しかし，現在では薬局薬剤師は，教育プロ
グラムの開発もあり薬剤師認知症対応力向上研修や日本
薬局学会の認知症研修認定薬剤師制度など各種の団体で
開発され認知症対応の教育が充実しつつある．
　認知症の人の対応では，在宅での薬学的管理がさらに
必要となる．薬局薬剤師は，服薬アドヒアランスの向上

や残薬管理等の業務を始めとして，在宅対応に積極的に
関与していくことが大切である3）．さらに，地域包括支
援センターや訪問看護ステーション等とも連携すると
いったように，地域包括ケアシステムの中で柔軟な対応
を図ることも必要となる3）．認知症困難事例の対応は，
多職種協働で対応することが必要となる4）．認知症高齢
者支援事業者対象の困難事例の頻度を分析した結果は，

「家族介護者にかかわる困難事象」が 84％以上の頻度で
認められた5）と報告がある．しかし，他職種の調査はあ
るが，薬局薬剤師を対象とした認知症の困難事例の調査
報告はない．そこで，筆者らは，日本薬局学会が主催す
る認知症研修認定薬剤師制度のワークショップの受講終
了後に認知症の困難事例についてのアンケート調査を実
施した．本調査の目的は，薬局薬剤師の認知症困難事例
の調査を行い，薬局薬剤師の課題を把握することを目的
とした．

対象と方法

　認知症研修認定薬剤師制度のワークショップを 5 回開
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催し，終了後にアンケート調査を実施した．ワーク
ショップでは，「認知症専門医からの講義」（60 分），「初
期の認知症の気づきと薬局での対応の討論」（90 分），

「認知症で薬を 16 種類飲んでいる寝たきりの患者への処
方薬削減の提案」（150 分）を実施している．さらにワー
クショップ参加者には，認知症の基礎知識の e-ラーニ
ングの受講も実施している6）．対象は，ワークショップ
に参加し同意を得た薬局薬剤師 168 名（2015 年 12 月 5
日札幌 16 名，2016 年 1 月 23 日大阪 39 名，2016 年 2 月
20 日東京 35 名，2016 年 5 月 14 日新潟 38 名，2016 年 6
月 11 日福岡 40 名）とした．アンケート調査の内容は，
図 1 に示す．

倫理的配慮

　疫学的研究の倫理指針に従い，研究への参加に関して
本人から文書で同意を得た．日本薬局学会の倫理委員会
から研究実施計画書の承認を得た．データ解析を匿名化
するなど秘密を保持して実施した．また，アンケートに
用紙にも，「学会や学術論文などに公表させていただき
ますが，個人を特定できる情報を外部に公表することは
ございません．調査の趣旨をご理解いただき下記の質問
にご回答ください」と記載した．

結　　　果

　アンケート調査は，同意を得た 168 名から回収した
（回収率 100％）．未記入がある 3 名を除外し 165 名
（98.2％）と調査対象とした．性別は，「男性」99 名
（60％），「女性」66 名（40％）であった．薬局薬剤師経
験年数は，「3 年未満」20 名（12％），「3 年～ 6 年」30

名（18％），「6 年～ 9 年」40 名（24％），「9 年以上」75
名（46％）であった．
1． 薬剤師業務の中で認知症の人に関しての困難経験
　「薬剤師業務の中で認知症の人の対応で困ったことは
ありますか」の問いについて図 2 に示す．「よくある」
が 46 名（28％），「時々ある」が 103 名（62％）であり，

「ほとんどない」が 13 名（8％），「ない」が 3 名（2％）
であった．
　具体的な認知症の人への困難事例の記載では，「薬が
なくなった」が 39 人（23％），「アドヒアランス不良」
が 30 人（18％），「コミュニケーションが取れない」が
20 人（12％）と上位であった．認知症の人の「薬がな
くなった」対応に数時間をかける場合も多いとの困難事
例の報告が，12 名からあった．
2．  （抗認知症薬を実際に調剤し服薬指導をしている

が）調剤をした処方薬を後でもらっていないと言
われた回数について

　調剤をした処方薬を後でもらっていないと言われた回
数について，図 3 に示す．「今までに 1 度もない」が 18
名（11％），「過去に 1 回はある」が 60 名（36％），「1
年に数回程度ある」が 66 名（40％），「1 ヶ月に 1 回以
上ある」が 21 名（13％）であった．
3．  調剤をした処方薬をもらっていないと言われた場

合の対応
　調剤をした処方薬をもらっていないと言われた経験の
ある薬局薬剤師（147 名）に対応方法の回答を表 1 に示
す．「処方薬をお渡しする対応」79 名（54％），「処方薬
をお渡ししない対応」66 名（45％），未記入 2 名（1％）
であった．「処方薬をお渡しする対応」の行動は，「医師

図 1　アンケート調査
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に連絡して，もう一度処方せんを出していただき対応す
る」43 名（29％），「処方薬を再度お渡しする」36 名

（25％）であった．「処方薬をお渡ししない対応」の行動
は，「家族に電話をして説明をする」が 31 名（21％），

「処方薬を確実にお渡ししたことをお伝えして，お引取
りいただく」が 26 名（18％），「その他」が 9 名（6％）
であった．その他の行動は，「自宅で一緒に探す」，「家
にある薬を全部持ってきてもらう」であった．

考　　　察

　今回のアンケートに回答した薬局薬剤師は，日本薬局

学会が認知症研修認定薬剤師制度のワークショップを受
講した認知症について実際の服薬指導等を実施している
薬局薬剤師である．全薬局薬剤師の意見を反映したもの
ではなく，認知症について知識，意欲の高い薬局薬剤
師6）への調査である．また，薬局薬剤師経験年数も
50％以上が 9 年以上であり，薬局薬剤師業務の経験は十
分ある．今後，認知症について地域に貢献するための薬
局薬剤師への課題として重要と思われる．
1． 薬剤師業務の中で認知症の人に関しての困難経験
　薬剤師業務の中で認知症の人に関しての困難経験は，

「よくある」が 46 名（28％），「時々ある」が 103 名
（62％）であり，90％があると回答した．多くの薬局薬
剤師が，認知症の人の対応でなんらかの困難経験があっ
た．具体的には，「薬がなくなった」，「アドヒアランス
不良」が多く，薬局薬剤師が，解決策の提案ができる可
能性が高い．薬カレンダーの対応もあるが，処方医と相
談して，服薬数の削減，服用法の簡便化（1 日 3 回服用
から 2 回あるいは 1 回への切り替え，食前，食直後，食
後 30 分など服薬方法の混在を避ける），介護者が管理し
やすい服用に変更（出勤前，帰宅後にまとめる），剤形
の工夫（口腔内崩壊錠や貼付剤の変更）も可能である7）．
また，「コミュニケーションが取れない」については，
認知症サポーター研修等があり，コミュニケーション方
法を知ることが可能である．しかし，「薬がなくなった」
場合の対応については，保険薬局で自由に処方薬を渡す
ことができない．さらに認知症の人への直接の確認など
に多くの時間が必要となり困難事例に記載が多かったと
考えられる．
2．  （抗認知症薬を実際に調剤し服薬指導をしている

が）調剤をした処方薬を後でもらっていないと言
われた回数について

　抗認知症薬を実際に調剤し実際に調剤し服薬指導をし
ているが「調剤をした処方薬を後でもらっていない」と
言われた経験のある薬局薬剤師は，147 名（89％）で
あった．1 年間に数回以上「調剤をした処方薬を後でも
らっていない」と言われたことがある場合が 5 割以上に
なり，薬局薬剤師が高い頻度で経験している．今までに
一度もない薬局薬剤師は 18 名（11％）であるが，今後
の高齢化，認知症の人の増加から考えると「調剤をした
処方薬をもらっていない」と認知症の人から言われる可
能性は高い．このような時の対応は，画一的に対応でき
ない場合も多いが事例集や教育用のロールプレイプログ
ラムの作成も開始している．
3．  調剤をした処方薬をもらっていないと言われた場

合の対応
　対応方法については，医師に依頼して再度処方箋を発
行するが 29％，処方薬を渡す場合が 24％と半数以上が
何らかの形で薬を渡す対応をしている．処方薬を渡す場

図 2　�薬剤師業務の中で認知症の人に関しての
困難経験

図 3　調剤をした処方薬を後でもらっていないと言われた回数

表 1　処方薬をもらっていないと言われた場合の対応

項目 人 ％

医 師に連絡して，もう一度処方せんを出してい
ただき対応する 43 29

処方薬を再度お渡しする 36 25
家族に電話をして説明をする 31 21
処 方薬を確実にお渡ししたことをお伝えして，

お引取りいただく 26 18

その他 9 6
未記入 2 １

n=147
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合は，処方医と連携し継続した対応が必要だが，今から
服用する薬がないなど緊急に対応することが多い．調剤
報酬点数表に関する事項8）には，「被保険者が保険薬局
より薬剤の交付を受け，持ち帰りの途中又は自宅におい
て薬品を紛失したため（天災地変その他やむを得ない場
合を除く）再交付された処方せんに基づいて，保険薬局
が調剤した場合は，当該薬剤の費用は，被保険者の負担
とする」と記載がある．認知症の人が調剤をした処方薬
をもらっていないと言われ「処方薬を再度お渡しする」
場合は，その他やむを得ない場合として対応している可
能性がある．しかし，本調査では，「処方薬を再度お渡
しする」理由の具体的な記載欄を設定していなく調査の
限界である．今後，さらなる調査が必要である．
　薬を渡さない場合は，「家族に電話する」を含め 4 割
超であった．認知症ケアの基本には，「認知症の人を否
定しない」であり，一方的に薬をお渡している事実をお
伝えする対応では不十分である．また，認知症の人の中
には，家族などに連絡をして欲しくないと言われること
もある．介護保険を使用している場合は，ケアマネ
ジャーとの連携も必要となる．「薬がない」の問題があ
る場合は，ケアマネジャーと連携を開始して，薬局薬剤
師の居宅療養管理指導に入る場合もある．薬局薬剤師が
問題点を把握して，他職種と連携して介入し QOL の向
上につながる事例などの報告も期待できる．「調剤をし
た処方薬をもらっていない」と言われる前に，介入でき
ることが理想である．そのために薬局薬剤師は，残薬状
況の把握のみでなく，家族やケアスタッフとの連携を考
慮する必要がある．先行研究9) では，認知機能低下患者
の服薬管理に最も影響を与えたのは家族の協力の有無で
あり，協力を得られない事例も多数存在していた．認知
症の人のみでなく家族も含めた家庭全体との信頼関係の
構築が必要である．
　本調査では，約 9 割の薬局薬剤師が，認知症の人と思
われる方から実際に調剤して服薬指導をしているが「薬
をもらっていない」と言われ，対応に困惑している．認
知症について知識，意欲の高い薬局薬剤師5）への調査で
あり，実際には今回の調査以上に多くの事例があると思
われる．中には，認知症と気づきがなく，画一的に対応
をして認知症の人や家族に負担をかけていることもあ

る．「患者のための薬局ビジョン」3）には地域との連携の
必要性が示されている．地域包括ケアシステムの中で，
薬局は，生活の視点で情報収集や地域包括支援センター
等との連携をし，専門家を紹介する役割も果たしていく
必要がある．地域との連携については，薬局薬剤師に経
験がない場合もあり活躍している事例の共有を行ってい
く必要がある．今後，超高齢社会の中でさらに多く薬局
薬剤師が，認知症の人への対応の環境を構築する必要が
ある．
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